
持続可能な開発のための2030アジェンダ 

 ＳＤＧｓは，2015年9月の国連サミットで全会一致で採択。「誰一人取り残さ

ない」 持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため，２０３０年まで
を期限とする １７の国際目標。その特徴は，以下の５つ。 

先進国を含め，全ての国が行動する 

人間の安全保障の理念を反映し，「誰一人取り残さない」 

全てのステークホルダー（政府，企業，NGO，有識者等）が役割を 

社会・経済・環境は不可分であり，統合的に取り組む 

モニタリング指標を定め，定期的にフォローアップ 

普遍性 

包摂性 

参画型 

統合性 

透明性 

 2001年に国連で策定。2000年に採択された「国連ミレニアム宣言」と，1990年代の主
要な国際会議で採択された国際開発目標を統合したもの。 

 発展途上国向けの開発目標として，2015年を期限とする8つの目標を設定。 
  （①貧困・飢餓，②初等教育，③女性，④乳幼児，⑤妊産婦，⑥疾病，⑦環境，⑧連帯） 

前身：ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs） 

 MDGsは一定の成果を達成。一方で，未達成の課題も残された。 
  ○ 極度の貧困半減（目標①）やHIV・マラリア対策（同⑥）等を達成。 
  × 乳幼児や妊産婦の死亡率削減（同④，⑤）は未達成。サブサハラアフリカ等で達成に遅れ。 

環境 
（リオ＋２０） 

人権 

平和 
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ロゴ：国連広報センター作成 

（①貧困） （②飢餓） （③保健） （④教育） （⑤ジェンダー） （⑥水・衛生） 

（⑦エネルギー） （⑧成長・雇用） （⑨イノベーション） （⑩不平等） （⑪都市） （⑫生産・消費） 

（⑬気候変動） （⑭海洋資源） （⑮陸上資源） （⑯平和） （⑰実施手段） 

【参考】持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の概要 
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目標1（貧困） あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。 

目標2（飢餓） 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。 

目標3（保健） あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。 

目標4（教育） すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。 

目標5（ジェンダー） ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。 

目標6（水・衛生） すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。 

目標7（エネルギー） すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。

目標8（経済成長と雇用） 
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある
人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する。 

目標9（インフラ、産業化、
イノベーション） 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベー
ションの推進を図る。 

目標10（不平等） 各国内及び各国間の不平等を是正する。 

目標11（持続可能な都市） 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する。 

目標12（持続可能な生産と
消費） 

持続可能な生産消費形態を確保する。 

目標13（気候変動） 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。 

目標14（海洋資源） 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。 

目標15（陸上資源） 
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、
ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。 

目標16（平和） 
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを
提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。 

目標17（実施手段） 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。 

【参考】持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の詳細 

3 

ogach218
スタンプ



持続可能な開発のためのゴールとターゲット 

 

      目標１.あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

 

1.1  極度の貧困を終わらせる。 

1.2 貧困状態にある人の割合を半減させる。 

1.3 貧困層及び脆弱層の人々を保護する。 

1.4 基礎的サービスへのアクセス，財産の所有権・管理の権利，金融サービスや経済的資源の平等

な権利を確保する。 

1.5 貧困層・脆弱層の人々の強靱性（レジリエンス）を構築する。 

1.a 開発途上国の貧困対策に，様々な資源を動員する。 

1.b 貧困撲滅への投資拡大を支援するために政策的枠組みを構築する。 

 

 

目標２.飢餓を終わらせ，食料安全保障及び栄養改善を実現し，持続可能な農業を促進す

る 

2.1 飢餓を撲滅し，安全で栄養のある食料を得られるようにする。 

2.2 栄養不良をなくし，妊婦や高齢者等の栄養ニーズに対処する。 

2.3 小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。 

2.4 持続可能な食料生産システムを確保し，強靭（レジリエント）な農業を実践する。 

2.5 食料生産に関わる動植物の遺伝的多様性を維持し，遺伝資源等へのアクセスと得られる利益の

公正・衡平に配分する。 

2.a 開発途上国の農業生産能力向上のための投資を拡大する。 

2.b 世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正・防止する。 

2.c 食料市場の適正な機能を確保し，食料備蓄などの市場情報へのアクセスを容易にする。 

 

 

 目標３.あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を促進する 

 

3.1 妊産婦の死亡率を削減する。 

3.2 新生児・5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 

3.3 重篤な伝染病を根絶し，その他の感染症に対処する。 

3.4 非感染性疾患による若年死亡率を減少させ，精神保健・福祉を促進する。 

3.5 薬物やアルコール等の乱用防止・治療を強化する。 

3.6 道路交通事故死傷者を半減させる。 

3.7 性と生殖に関する保健サービスを利用できるようにする。 

3.8 すべての人が保健医療サービスを受けられるようにする。（ユニバーサル・ヘルス・カバレッ

ジ（UHC）を達成する。） 



3.9 環境汚染による死亡と疾病の件数を減らす。 

3.a たばこの規制を強化する。  

3.b ワクチンと医薬品の研究開発を支援し，安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供す

る。 

3.c 開発途上国における保健に関する財政・人材・能力を拡大させる。 

3.d 健康危険因子の早期警告，緩和・管理能力を強化する。 

 

 

目標４ .すべての人々への，包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し，生涯学習の機会

を促進する 

4.1 無償・公正・質の高い初等・中等教育を修了できるようにする。 

4.2 乳幼児の発達・ケアと就学前教育にアクセスできるようにする。 

4.3 高等教育に平等にアクセスできるようにする。 

4.4 働く技能を備えた若者と成人の割合を増やす。 

4.5 教育におけるジェンダー格差を無くし，脆弱層が教育や職業訓練に平等にアクセスできるよう

にする。 

4.6 基本的な読み書き計算ができるようにする。 

4.7 教育を通して持続可能な開発に必要な知識・技能を得られるようにする。 

4.a 安全で非暴力的，包摂的，効果的な学習環境を提供する。 

4.b 開発途上国を対象とした高等教育の奨学金の件数を全世界で増やす。 

4.c 質の高い教員の数を増やす。 

 

 

 目標５ . ジェンダー平等を達成し，すべての女性及び女児の能力強化を行う 

 

5.1 女性に対する差別をなくす。 

5.2 女性に対する，暴力をなくす。 

5.3 女性に対する有害な慣行をなくす。 

5.4 無報酬の育児・介護・家事労働を認識・評価する。 

5.5 政治，経済，公共分野での意思決定において，女性の参画と平等なリーダーシップの機会を確

保する。 

5.6 性と生殖に関する健康と権利への普遍的アクセスを確保する。 

5.a 財産権への女性のアクセスについて改革する。 

5.b 女性の能力を強化する。 

5.c 女性の能力強化のための政策・法規を導入・強化する。 

 

 

 目標６. すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

 

6.1 安全・安価な飲料水の普遍的・衡平なアクセスを達成する。 



6.2 下水・衛生施設へのアクセスにより，野外での排泄をなくす。 

6.3 様々な手段により水質を改善する。 

6.4 水不足に対処し，水不足に悩む人の数を大幅に減らす。 

6.5 統合水資源管理を実施する。 

6.6 水に関わる生態系を保護・回復する。 

6.a 開発途上国に対する，水と衛生分野における国際協力と能力構築を支援する。 

6.b 水と衛生の管理向上における地域社会の参加を支援・強化する。 

 

 目標７. すべての人々の，安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセ

スを確保する 

 

7.1 エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。 

7.2 再生可能エネルギーの割合を増やす。 

7.3 世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 

7.a 国際協力によりクリーンエネルギーの研究・技術へのアクセスと投資を促進する。 

7.b 開発途上国において持続可能なエネルギーサービスを供給できるようにインフラ拡大と技術向

上を行う。 

 

目標８. 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働

きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 

 

8.1 一人当たり経済成長率を持続させる。 

8.2 高いレベルの経済生産性を達成する。 

8.3 開発重視型の政策を促進し，中小零細企業の設立や成長を奨励する。 

8.4 １０年計画枠組みに従い，経済成長と環境悪化を分断する。 

8.5 雇用と働きがいのある仕事，同一労働同一賃金を達成する。 

8.6 就労，就学・職業訓練を行っていない若者の割合を減らす。 

8.7 強制労働・奴隷制・人身売買を終らせ，児童労働をなくす。 

8.8 労働者の権利を保護し，安全・安心に働けるようにする。 

8.9 持続可能な観光業を促進する。 

8.10 銀行取引・保険・金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。 

8.a 開発途上国への貿易のための援助を拡大する。 

8.b 若年雇用のための世界的戦略と国際労働機関（ILO）の世界協定を実施する。 

 

目標９. 強靱（レジリエント）なインフラ構築，包摂的かつ持続可能な産業化の促進及

びイノベーションの推進を図る 

 

9.1 経済発展と福祉を支える持続可能で強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 

9.2 雇用とGDPに占める産業セクターの割合を増やす。 

9.3 小規模製造業等の金融サービスや市場等へのアクセスを拡大する。 



9.4 資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大によ

り，持続可能性を向上させる。 

9.5 産業セクターにおける科学研究を促進し，技術能力を向上させる。 

9.a 開発途上国への支援強化により，持続可能で強靱（レジリエント）なインフラ開発を促進す

る。 

9.b 開発途上国の技術開発・研究・イノベーションを支援する。 

9.c 後発開発途上国における普遍的・安価なインターネット・アクセスを提供する。 

 

 

目標１０. 各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

10.1 所得の少ない人の所得成長率を上げる。 

10.2 すべての人の能力を強化し，社会・経済・政治への関りを促進する。 

10.3 機会均等を確保し，成果の不平等を是正する。 

10.4 政策により，平等の拡大を達成する。 

10.5 世界金融市場と金融機関に対する規制と監視を強化する。 

10.6 開発途上国の参加と発言力の拡大により正当な国際経済・金融制度を実現する。 

10.7 秩序のとれた，安全で規則的，責任ある移住や流動性を促進する。 

10.a 開発途上国に対して特別かつ異なる待遇の原則を実施する。 

10.b 開発途上国等のニーズの大きい国々へ，政府開発援助（ODA）等の資金を流入させる。 

10.c 移住労働者の送金コストを下げる。 

 

 

目標11. 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現

する 

 

11.1 住宅や基本的サービスへのアクセスを確保し，スラムを改善する。 

11.2 交通の安全性改善により，持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 

11.3 参加型・包摂的・持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 

11.4 世界文化遺産・自然遺産を保護・保全する。 

11.5 災害による死者数，被災者数直接的経済損失を減らす。 

11.6 大気や廃棄物を管理し，都市の環境への悪影響を減らす。 

11.7 緑地や公共スペースへのアクセスを提供する。 

11.a 都市部，都市周辺部，農村部間の良好なつながりを支援する。 

11.b 総合的な災害リスク管理の策定し，実施する。 

11.c 後発開発途上国における持続可能で強靱（レジリエント）な建造物の整備を支援する。 

 

 

 

 



 

目標12.持続可能な生産消費形態を確保する 

 

12.1 10年計画枠組み（10YFP）を実施する。 

12.2 天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 

12.3 世界全体の一人当たりの食料廃棄を半減させ，生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減

らす。 

12.4 化学物資や廃棄物の適正管理により，大気，水，土壌への放出を減らす。 

12.5 廃棄物の発生を減らす。 

12.6 企業に持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 

12.7 持続可能な公共調達を促進する。 

12.8 持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 

12.a 開発途上国の持続可能な消費・生産に係る能力を強化する。 

12.b 持続可能な観光業に対し，持続可能な開発がもたらす影響の測定手法を開発・導入する。 

12.c 開発に関する悪影響を最小限に留め，市場のひずみを除去し，化石燃料に対する非効率な補助

金を合理化する。 

 

 

目標１３.気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 

13.1 気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエンス）及び適応能力を強化する。 

13.2 気候変動対策を政策，戦略及び計画に盛り込む。 

13.3 気候変動に関する教育，啓発，人的能力及び制度機能を改善する。 

13.a UNFCCC＊の先進締約国によるコミットメントを実施し，緑の気候基金を本格始動させる。 

13.b 開発途上国における気候変動関連の効果的な計画策定と管理能力を向上するメカニズムを推進

する 

* 国連気候変動枠組条約（UNFCCC）が，気候変動への世界的対応について交渉を行う基本的な

国際的，政府間対話の場であると認識している。 

 

目標１４.持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し，持続可能な形で利用する 

 

14.1 海洋汚染を防止し，大幅に削減する。 

14.2 海洋・沿岸の生態系を回復させる。 

14.3 海洋酸性化の影響を最小限化にする。 

14.4 漁獲を規制し，不適切な漁業慣行を終了し，科学的な管理計画を実施する。 

14.5 沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 

14.6 不適切な漁獲につながる補助金を禁止・撤廃し，同様の新たな補助金も導入しない。 

14.7 漁業・水産養殖・観光の持続可能な管理により，開発途上国の海洋資源の持続的な利用による

経済的便益を増やす。 

14.a 海洋の健全性と，海洋生物多様性の向上のために，海洋技術を移転する。 



14.b 小規模・沿岸零細漁業者の，海洋資源・市場へのアクセスを提供する。 

14.c 国際法を実施し，海洋及び海洋資源の保全，持続可能な利用を強化する。 

 

目標１５.陸域生態系の保護，回復，持続可能な利用の推進，持続可能な森林の経営，砂

漠化への対処，ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻

止する 

15.1 陸域・内陸淡水生態系及びそのサービスの保全・回復・持続可能な利用を確保する。 

15.2 森林の持続可能な経営を実施し，森林の減少を阻止・回復と，植林を増やす。 

15.3 砂漠化に対処し，劣化した土地と土壌を回復する。 

15.4 生物多様性を含む山地生態系を保全する。 

15.5 絶滅危惧種の保護と，絶滅防止のための対策を講じる。 

15.6 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正・衡平な配分と遺伝資源への適切なアクセスを推進す

る。 

15.7 保護対象動植物種の密猟・違法取引をなくし，違法な野生生物製品に対処する。 

15.8 外来種対策を導入し，生態系への影響を減らす。 

15.9 生態系と生物多様性の価値を，国の計画等に組み込む。 

15.a 生物多様性と生態系の保全・利用のために，資金の調達と資源を動員する。 

15.b 持続可能な森林経営のための資金を動員する。 

15.c 保護種の密猟・違法取引への対処を支援する。 

 

目標１６.持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し，すべての人々に司法へ

のアクセスを提供し，あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的

な制度を構築する 

16.1 暴力及び暴力に関連する死亡率を減らす。 

16.2 子どもに対する虐待や暴力・拷問をなくす。 

16.3 司法への平等なアクセスを提供する。 

16.4 組織犯罪をなくす。 

16.5 汚職や贈賄を大幅に減らす。 

16.6 透明性の高い公共機関を発展させる。 

16.7 適切な意思決定を確保する。 

16.8 国際機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。 

16.9 すべての人に法的な身分証明を提供する。 

16.10 情報への公共アクセスを確保し，基本的自由を保障する。 

16.a 暴力やテロをなくすための国家機関を強化する。 

16.b 持続可能な開発のための非差別的な法規及び政策を推進する。 

 

目標１７. 持続可能な開発のための実施手段を強化し，グローバル・パートナーシップ

を活性化する 

（資金） 

17.1 課税及び徴税能力の向上のために国内資源を動員する。 



17.2 先進国は，開発途上国に対するODAに係るコミットメントを完全に実施する。 

17.3 開発途上国のための追加的資金源を動員する。 

17.4 開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し，重債務貧困国（HIPC）の債務リスク

を減らす。 

17.5 後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入・実施する。 

（技術） 

17.6 科学技術イノベーション（STI）に関する国際協力を向上させ，知識共有を進める。 

17.7 開発途上国に対し，環境に配慮した技術の開発・移転等を促進する。  

17.8 後発開発途上国のための実現技術の利用を強化する。 

（能力構築） 

17.9 開発途上国における能力構築の実施に対する国際的支援を強化する。 

（貿易） 

17.10 WTOの下での公平な多角的貿易体制を促進する。 

17.11 開発途上国による輸出を増やす。 

17.12 後発開発途上国に対し，永続的な無税・無枠の市場アクセスを適時実施する。 

（体制面） 

（政策・制度的整合性） 

17.13 世界的なマクロ経済を安定させる。 

17.14 持続可能な開発のための政策の一貫性を強化する。 

17.15 政策の確立・実施にあたり，各国の取組を尊重する。 

（マルチステークホルダー・パートナーシップ） 

17.16 持続可能な開発のためのグローバル・パートナーシップを強化する。 

17.17 効果的な公的・官民・市民社会のパートナーシップを推進する。 

（データ，モニタリング，説明責任） 

17.18 開発途上国に対する能力構築支援を強化し，非集計型データの入手可能性を向上させる。 

17.19 GDP以外の尺度を開発し，開発途上国の統計に関する能力を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：外務省ＨＰ「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」より作成

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/gic/page3_001387.html 




